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1
南木曽
支署

R7.5.8 治山事業
支障木
処理

　被災者は、復旧治山工事箇所におい
て、小径木を電動チェーンソーで刈払う
作業中、傾斜地で足を滑らせ転倒した際
に左手がチェーンソーから離れ、チェー
ンソーの刃が回転しているところに左前
腕上部が当り受災した。

休業見込み：約6ヶ月
怪我の程度：
　　左前腕伸筋群断絶

・足元が悪い法面で、腐葉土が堆積していたことで非常に滑りや
すい場所であったことに加え、前々日の雨で地表が湿っていたこ
とで滑って転倒したことが考えられる。チェーンソー作業に当
たっては、足場をしっかり確保しバランスのよい姿勢で行うとと
もに、傾斜地ではスリップしないよう足場の確保が重要。また、
チェーンソーを肩より高く上げて作業することが無いように注意
が必要です。

2 岐阜署 R7.5.15
林道事業
(建設機械

借上)

崩土除去
作業

第３号重大災害報告と同じ
・5月15日：死亡
・死因：外傷性血気胸

第３号重大災害報告と同じ

3 東濃署 R7.6.26 治山事業
看板設置
作業

　被災者は、林道のガードレール側に設
けた屋根付きゴミの集積所（単管を使っ
た仮設物）のゴミの分別を促すためのゴ
ミ分別看板を設置するため、ガードレー
ル外側から作業していたところ、誤って
林道法面（ブロック積擁壁）から転落し
受災した。

休業見込み：14日
怪我の程度：
　　　　腰椎圧迫骨折

・看板設置に当たっては、転落などの危険のないガードレールの
内側で、後々の事業に支障とならない箇所で、できるだけ林道の
路肩やガードレールから一定程度距離のある、より安全な位置に
看板を設置する。

4 東信署 R7.9.3 立木販売
フォワー
ダ操作説

明

　被災者はフォワーダの運転席後方のグ
ラップル部の説明を聞くため、被災者は
キャビンから降りようと、両手で手すり
をつかみ、左足をステップにかけたとこ
ろ、ステップにかけていた左足が滑り、
驚いた拍子に手すりから両手を離してし
まい、腰から地面に落下して受災した。

休業見込み：3ヶ月
怪我の程度：
　　　　腰椎圧迫骨折

・車両系木材伐出機械の乗降や移動にあたっては、手すりやス
テップを必ず使用するともに、泥の付着等により滑りやすくなっ
ている場合があるので常に足元の確認・確保に十分注意する必要
があります。

5 北信署 R7.10.6 造林事業
歩道整備
(刈払作業)

　被災者は歩道整備のため歩道から山側
の斜面を刈払作業中、左足を後方に下げ
た際に、幅員90㎝の歩道の路肩から足を
踏み外し、刈払い機を持った状態のまま
谷側へ約1.2ｍ滑落し受災した。

休業見込み：3ヶ月
怪我の程度：
　右足後十字靭帯付着
部剥離骨折

・林内での作業や移動に当たっては、滑り止めのスパイクのある
地下足袋などの履物を着用するとともに、地面や地被物が濡れて
いる時は特に滑りやすいので、足元の確認・確保に十分注意する
必要があります。
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6 東信署 R7.12.4
造林事業
(保育間伐
活用型)

伐倒作業

　被災者は伐採したカラマツＡが、隣接
していたカラマツＢにかかり木状態と
なったが、状況を確認し、「あとで重機
で対処しよう」と判断、カラマツＡ（か
かり木）から目を離し次の伐採対象木に
向かって移動しかけたところ、かかり木
のカラマツＡが被災者の方へ倒れ、被災
者の腰に当たり受災した。

休業見込み：3ヶ月
怪我の程度：腰椎破裂
骨折

・まずは、かかり木を発生させないことが重要。伐倒木と隣接木
の状況確認、適切な伐倒方向の選定、正しい手順による作業を遵
守すること。かかり木になってしまった場合は、いつ落下するの
か予測が困難なことから、安全な作業方法による早期の処理、ま
たは危険個所への立ち入りを禁止する措置が必要です。

令和７年度 中部局 請負事業体及び立木販売における災害発生報告（休業４日以上）


